
                   

 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  本市は、本州の最西北端、山口県の北西部に位置しています。東は萩市、南は下

関市、美祢市に接しており、北側には北長門海岸国定公園に指定される美しい日本

海が広がっています。 

  平成１７年３月、旧長門市及び旧大津郡三隅町、日置町、油谷町が合併し、現長

門市が誕生しましたが、国勢調査の人口は、平成２２年に 38,349 人であったもの

が、平成２７年には 35,439人、令和２年には 32,519人と減少し、同調査による高

齢化率は 34.5％、39.7％、44.0％と上昇しています。 

  本市の産業的な特徴として、「東の小田原 西の仙崎」と称される、焼き抜き蒲鉾

に代表される水産加工業、組合員の農家による生産から加工品製造までを行う養鶏

農業協同組合、湯本・俵山を中心に市内温泉地が 5カ所ある旅館業が挙げられます。 

  そうした中で、本市の産業構造を就労人口からみると、就業者割合（雇用吸収

力）と特化係数（産業の有する比較優位の程度をその産業への特化の程度で測る

指標）が高い「食料品製造業」や「宿泊業」、特化係数は低いが就業者割合が高

い「医療・福祉分野」や「農業」、就業者割合は低いが特化係数の高い「養鶏

業」や「漁業」などに大きく分類されます。 

中でも、特化係数の高い業態である「食料品製造業」や「宿泊業」は、外貨獲

得力と雇用吸収力を併せ持った地域経済を牽引する本市の中核的産業であると分

析できます。 

  こうした産業構造を活かし、「食料品製造業」及び「宿泊業」の外貨獲得力を

強化するとともに、そのサプライチェーンに位置し、基盤的な役割を果たす第1 

次産業との結びつきを強化することが、本市経済に成長力を生む基盤となりま

す。 

  今後、外貨獲得力や雇用吸収力が高く、地域を牽引する産業である中核産業を強

化することにより、市全体の産業の活性化を目指しています。 

  さらに、平成２５年度より取り組んできた「ながと成長戦略」において、平成 30

年に市内初の「道の駅」、令和 2 年に星野リゾートのホテルがオープンし、全国の

温泉地ランキングでトップ 10 入りを目指して温泉街全体の整備を進めている湯本

温泉、また、アメリカの CNN で「日本の最も美しい場所 31 選」に選ばれた「元乃

隅神社」等、交流人口の拡大も進んでいます。 

  しかし、市内の中小企業数は減少傾向にあり、さらに人手不足、後継者不足等の

課題にも直面しています。 

 

 



                   

（参考 総務省経済センサスより） 

 平成 21年調査 平成 26年調査 

経済センサス事業所数 

（C～R非農林漁業、S公務を除く） 

   

2,052 

 

1,840 

（参考 長門商工会議所事業報告書、ながと大津商工会総会資料より） 

 平成 23年 

3月末 

平成 30年 

3月末 

令和 3年 

3月末 

長門商工会議所 会員数 777 735 714 

ながと大津商工会 会員数 393 339 325 

 

（参考 萩公共職業安定所「月報」より） 

萩公共職業安定所 長門分室 

における職業紹介状況 

平成 27年 

4月 

平成 30年 

4月 

令和 2年 

4月 

月間有効求職者数（人） 512 362 399 

月間有効求人数（人） 693 651 572 

有効求人倍率 1.35 1.80 1.43 

  このような中、平成２７年５月に、産業競争力強化法における「創業支援事業計

画」の認定を受け、市独自の創業支援補助事業を開始し、従前３件／年程度であっ

た新規創業が約１０件／年と増加したところであるが、これも前述の状況による効

果もあると思われるところであり、この機を活かした全市的な活性化を図るために、

労働生産性の高い設備への更新が必要です。 

 

（２）目標 

中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定

し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、少子高齢化と人口減少に対応し

ながら、市内経済の活性化を目指します。 

これを実現するための目標として、計画期間中に２０件程度の先端設備等導入計

画の認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関

する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項

に定める先端設備等全てとする。 

 

 

 



                   

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  これまで記載したように、「そこへ行かないと感じることのできない」ものと、土

産品のように特定の場所に集めて選ぶものとがあり、水産業、農林業（本市は林業

の成長産業化にも力を入れており、道の駅には、森と海をつなぐ木育拠点施設とし

て、東京の「おもちゃ美術館」の姉妹館である「長門おもちゃ美術館」を併設して

います）は市内に広域に点在し、これらを加工する業者も生産地の近くにある場合

が多いので、本計画の対象区域は、長門市全域とする。 

（２）対象業種・事業 

  地域を牽引する中核産業の強化と交流人口の拡大等の機会を活かした市全体の

産業の活性化を図るために本計画において対象とする業種は、全業種とする。 

  市全体の産業の活性化を図るために対象区域を市内全域とし、対象業種を全業種

としているので、生産性向上に取り組もうとする事業者は、多岐に渡る業種に及ぶ

と想定されることから、本計画においては、労働生産性が年率３％以上に資すると

見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  令和５年６月１３日～令和７年３月３１日 

  計画期間は原則として２年間であるところ、市全体及び商工労働分野における施  

 策の方向性が、会計年度等の始期である４月に切り替わることから、これらとの連 

 動を図るため、本計画の終期を令和７年３月３１日とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  ３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

   その事業活動が公序良俗に反する社または個人、反社会的勢力との関係が認め

られる社または個人、その他先端設備等の導入により人員削減を目的とする等、

市長が導入促進基本計画の主旨に不適当と認める先端設備等導入計画は認定の

対象としない。 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 

 


